
令和７年１月１６日 

横浜市内障害福祉サービス事業所 管理者様  
公益財団法人 介護労働安定センター 神奈川支部 

 
福祉・介護職員等処遇改善加算の取得等に向けたマニュアル及びセミナーについて（ご案内） 

 
福祉・介護職員等処遇改善加算につきましては、制度改正に伴い令和６年度から一本化され、取得要件

なども見直されました。また、本加算には経過措置が適用されていますが、令和６年度末で当該経過措置

期間が終了するため、令和７年度に本加算を取得するためには、必要な対応が生じる場合があります。 
上記を踏まえ、本加算の取得や上位区分への移行等に向けた支援を行うため、当センターでは下記のと

おり、横浜市からの委託を受けて「取得マニュアル」及び「セミナー」を作成しましたので、是非、ご活

用ください。 
なお、処遇改善加算の取得状況について大変恐縮ですが、別紙のアンケートに記入のうえ①同封の返信

用封筒、若しくは②FAX にて送付いただけますと幸いです。 
 ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 

【福祉・介護職員等処遇改善加算取得促進に関するマニュアル】 

① 未取得事業所が加算Ⅱを取得することを想定した内容となっています。 
   

【福祉・介護職員等処遇改善加算取得セミナー】 

② 上記①のマニュアルを基に加算取得に向けた内容を解説しています。 
  ※セミナー視聴期間 

令和 7 年 1 月 16 日～3 月 31 日(月)12 時まで。期間中は、24 時間何度でも視聴できます。 
 

○セミナーURL 

 https://kaigo-center.webex.com/kaigo-center/ldr.php?RCID=9976b45b30ed2d49e4516bb8313ccf4a 
・パスワード: Yokohama2025 

・セミナー講師：ディライト社会保険労務士事務所 代表 正躰 仁 氏 

    

 

〔介護労働安定センターとは〕 

介護の雇用管理改善法に基づく厚生労働省の指定を受けて介護事業所の雇用管理や能力開発の支援事業を行う公益財団

法人であり、横浜市から「令和６年度福祉・介護職員等処遇改善加算取得促進事業」の委託を受けた団体です。 

 

                       〔お問合せ先〕 
                        公益財団法人 介護労働安定センター神奈川支部 
                        〒231-0007 
                         神奈川県横浜市中区弁天通 6-79 港和ビル 8 階 
                         TEL：045-212-0015 FAX：045-212-0016 

 

https://kaigo-center.webex.com/kaigo-center/ldr.php?RCID=9976b45b30ed2d49e4516bb8313ccf4a


〔横浜市 令和６年度福祉・介護職員等処遇改善加算の取得促進に係る事業〕 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・介護職員等処遇改善加算 アンケートご協力のお願い 

 

このアンケートは、福祉・介護職員等処遇改善加算について未取得及び加算Ｖの事業所の取得状況を 

お伺いするものです。お手数ですが、ご回答のご協力をお願いいたします。 

 

 

Ｑ１ 事業所のサービスは何ですか。 

   

  （  ） 居宅サービス 

  （  ） 居住サービス 

  （  ） 通所系サービス 

  （  ） 児童系サービス 

  （  ） その他 

 

 

Ｑ２ 今後、処遇改善加算の取得についてどのようにお考えですか。 

    

（  ） ①取得したい 

（  ） ②取得を検討中 

（  ） ③取得しない 

  

 

Ｑ３ 上記Ｑ１で③と回答した方は、取得しない理由を教えてください。（複数回答可） 

 

（  ） 制度が複雑である（分からない） 

（  ） 事務的な負担が大きい 

（  ） 取得要件が不足している 

（  ） 事業所（法人）の方針で取得しない 

（  ） 利用者の負担が増える 

（  ） 事業が縮小傾向 

（  ） 少人数で運営しているため加算額が少ない 

（  ） その他（                                    ） 

 

 

 

FAX 
045-212-0016 
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